
2023 年 11 月 21 日 

中部電力株式会社 

 

ERC プラント班派遣リエゾンについて 

 

2022 年度の原子力規制庁と連携した防災訓練にて発生した課題を踏まえ、ERC

プラント班へのリエゾン派遣については以下の通りとする。 

 

１．リエゾンの派遣について 

 リエゾン人数、目標参集時間について過去の防災訓練での活動実績等を踏まえ、

下記の要件を満足するよう要員を ERC へ派遣する。 
 

項目 現在のプラント状態 プラント再稼働時 

必要人数 

（力量） 

平日昼間 １名 

（力量 A） 

４名 

（力量Ａが２名以上） 夜間休祝日 

目標 

参集時間 

平日昼間 情報入手から 30 分を目途 同左 

夜間休祝日 情報入手から 90 分を目途 同左 

 

（１）現在のプラント状態 

以下の要員をリエゾンとして派遣する。 

要  員 人数 力  量 

東京支社 原子力部門 １名 力量Ａ 

➢ 東京支社 原子力部門の要員 1 名を確保する。 

（当番者を定め平日昼間・夜間休祝日とも目標参集時間を満足するエリ

アに確保する。） 

➢ 傷病等により東京支社の原子力部門の要員が確保できない場合は、本

店から東京支社に応援者を派遣する。 

 

（２）プラント再稼働時 

以下の要員のうち、4 名をリエゾンとして ERC に派遣する。 

要  員 人数 力  量 

原子力本部  ２名 力量Ａ 

東京支社 原子力部門 １名 力量Ａ 

東京支社 原子力部門以外 １名 力量Ｂ 

原子力部門 在京出向者 ※ ２名 力量Ａ 

※ 在京出向先と協議中のため、協議が終了するまでは在京出向者の活用は

訓練等において考慮しない。 
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① 原子力本部の要員 

➢ 本店原子力本部より 2名の要員を東京支社に確保する。 

（業務時間中は東京支社で勤務し、宿泊は目標参集時間を満足するエ

リアとする。） 

➢ 要員の交代は 3日毎とする。（4日目に次の要員と引継ぐ） 

② 東京支社 原子力部門の運用 

➢ 原子力部門の要員 1名を確保する。 

③ 東京支社 原子力部門以外の運用 

➢ 原子力部門以外の要員 1名を確保する。 

④ 原子力部門 在京出向者の運用 

原子力災害発生時に緊急事態対策要員として活動できるよう出向先と協

議した者を要員として確保する（出向先と緊急事態対策活動に関する覚書等

を締結） 

➢ 在京出向者 2名の要員を確保する。 

➢ 参集事象発生時には東京支社から要員に連絡する。 

 

なお、上記要員については当番者を定め平日昼間・夜間休祝日とも目標参集時

間を満足するエリアに確保するとともに必要な教育を実施し力量を持たせる。 

また、万が一要員を確保できない場合には，本店から東京支社に応援者を派遣

する。現在の検討進捗状況について別紙-1 に示す。 

 

２．今後の対応について 

2023 年度の原子力規制庁と連携した防災訓練では、上記運用と東京支社の対応力

強化の観点から、原子力本部 1 名、東京支社原子力部門 2 名、東京支社原子力部門

以外 1 名、の 4 名体制で ERC プラント班にリエゾンを派遣する計画である。 

また、訓練評価指標 2-4 との整合性を確認し、上記の派遣計画は「実発災を想定

した配置」に該当すると考えている。 

 

指標 
基準 

評価対象の考え方など 
A B C 

2-4 

要員の育成 

要員の育成計

画が適切に策

定 さ れ て お

り、実発災を

想定した配置

で訓練を実施

した。 

要員の育成が

適切に策定さ

れており、限

定的な想定の

配置で訓練を

実施した。 

要員の育成計

画が策定され

ていない。 

① 緊急事態対策要員の適切な育成・配置計画が明文化

されていること。 

② 育成・配置計画は実発災を想定した適切なものであ

り、訓練時にこの計画に基づき要員配置がされてい

ること。なお、育成計画の一環として訓練時に緊急

参集ができない者の参加を否定するものではない

が、参加要員の 3 割を上回らないこと。この場合、

「限定的な想定」に該当。 

③ 全ての参加者が実要員の場合、「実発災を想定した

配置」に該当する。 

 

以上 
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へ
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リ
エ
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◼
E
R
C
プ
ラ
ン
ト
班
に
4
人
の
要
員
を
確
実
に
派
遣
す
る
た
め
、
不
慮
の
状
況
を
考

慮
し
6
名
の
要
員
を
確
保
す
る
。

◼
予
定
し
て
い
た
要
員
が
確
保
で
き
な
い
状
況
が
発
生
し
た
場
合
は
、
原
子
力
本

部
か
ら
追
加
要
員
を
東
京
支
社
へ
派
遣
す
る
。

以
下
の
要
員
の
現
在
の
検
討
状
況
に
つ
い
て
次
頁
以
降
に
記
す
。

要
員

人
数
（
人
）

力
量

原
子
力
本
部

２
力
量
Ａ

東
京
支
社

原
子
力
部
門

※
１

力
量
Ａ

東
京
支
社

原
子
力
部
門
以
外

１
力
量
Ｂ

原
子
力
部
門

在
京
出
向
者

※
1

２
力
量
Ａ

※
：
東
京
支
社

原
子
力
部
門
の
要
員
に
つ
い
て
は
既
に
派
遣
要
員
と
し
て
確
保
済
み
の
た
め
こ
こ
で
は
記
載
し
な
い

※
1
：
出
向
先
と
協
議
中
の
た
め
、
協
議
が
終
了
す
る
ま
で
は
出
向
者
の
活
用
は
訓
練
等
に
お
い
て
考
慮
し
な
い
。
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原
子
力
本
部
要
員

◼
運
用

➢
本
店
原
子
力
本
部
の
課
長
職
以
下
の
要
員
に
よ
る
輪
番
制
と
す
る
。

➢
2
名
の
要
員
を
東
京
支
社
に
派
遣
す
る
。

（
平
日
昼
間
帯
は
東
京
支
社
で
勤
務
し
、
夜
間
休
祝
日
は
会
社
で
手
配
し
た
宿
泊
施
設
に

滞
在
す
る
。
）

➢
要
員
の
交
代
は
3
日
毎
と
す
る
。
（
4
日
目
に
次
の
要
員
と
引
継
ぐ
）

◼
実
現
性

➢
原
子
力
本
部
の
要
員
は
、
お
お
よ
そ
2
0
0
名
在
籍
し
て
い
る
た
め
、
約
3
0
0
日
に
1
回
の
派
遣
で

あ
り
十
分
対
応
可
能
で
あ
る
。
【
（
2
0
0
÷
２
）
×
3
日
＝
3
0
0
日
】

➢
労
働
組
合
と
の
協
議
も
終
了
し
て
お
り
、
東
京
へ
の
派
遣
に
つ
い
て
問
題
は
な
い
。

➢
要
員
へ
の
教
育
・訓
練
は
1
2
月
よ
り
開
始
す
る
。
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項
目

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

備
考

体
制
検
討

組
合
協
議

社
内
運
用
要
領
作
成

教
育
資
料
見
直
し

教
育
・訓
練

▽
総
合
防
災
訓
練
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東
京
支
社

原
子
力
部
門
以
外

◼
運
用

➢
東
京
支
社

原
子
力
部
門
以
外
の
要
員
に
よ
る
に
よ
る
輪
番
制
と
す
る
。

➢
担
当
と
な
っ
た
要
員
は
、
目
標
参
集
時
間
内
に
参
集
で
き
る
範
囲
内
で
行
動
す
る
。

◼
実
現
性

➢
要
員
の
対
象
者
数
は
複
数
お
り
問
題
は
な
い
。

➢
労
働
組
合
と
の
協
議
も
終
了
し
て
お
り
派
遣
に
つ
い
て
問
題
は
な
い
。

➢
要
員
へ
の
教
育
は
既
に
終
了
し
て
い
る
。
（
訓
練
は
1
2
月
以
降
実
施
予
定
）

C
o

p
y

ri
g

h
t 

©
 C

h
u

b
u

 E
le

c
tr

ic
 
P

o
w

e
r 

C
o

.,
 
In

c
. 

A
ll

 r
ig

h
ts

 
re

s
e

rv
e

d
.

4

項
目

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

備
考

体
制
検
討

組
合
協
議

社
内
運
用
要
領
作
成

教
育
資
料
見
直
し

教
育
・訓
練

▽
総
合
防
災
訓
練
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原
子
力
部
門

在
京
出
向
者

◼
運
用

➢
原
子
力
災
害
発
生
時
に
緊
急
事
態
対
策
要
員
と
し
て
活
動
で
き
る
よ
う
出
向
先
と
協
議
し
た

者
を
要
員
と
し
て
確
保
す
る
（
緊
急
事
態
対
策
活
動
に
関
す
る
覚
書
等
を
締
結
予
定
）

➢
東
京
支
社
に
て
当
番
表
を
作
成
し
、
在
京
出
向
者
2
名
の
要
員
を
確
保
す
る
。

➢
担
当
と
な
っ
た
要
員
は
、
目
標
参
集
時
間
内
に
参
集
で
き
る
範
囲
内
で
行
動
す
る
。

➢
参
集
事
象
発
生
時
に
は
東
京
支
社
か
ら
要
員
に
連
絡
す
る
。

◼
実
現
性

➢
一
部
の
出
向
先
と
協
議
を
実
施
し
協
力
で
き
る
旨
を
確
認
済
み
。

（
現
在
出
向
協
定
の
見
直
し
を
実
施
し
て
お
り
、
1
2
月
に
は
覚
書
を
締
結
す
る
予
定
）

➢
出
向
先
と
出
向
協
定
見
直
し
後
に
他
出
向
先
と
協
議
を
開
始
す
る
。

➢
在
京
出
向
者
へ
の
教
育
・訓
練
は
1
2
月
よ
り
開
始
す
る
。
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項
目

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

備
考

体
制
検
討

出
向
先
と
の
協
議

教
育
資
料
見
直
し

教
育
・訓
練

▽
覚
書
の
締
結

▽
総
合
防
災
訓
練
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原子力部長  防災・核物質防護 G 

 G 長  担当 

 

 

 

 

  

 

2023年 9月 

 

原子力災害発生時の原子力規制庁緊急時対応センターへの 

リエゾン派遣体制の整備について 

 
 

他者との協議情報のため非公開 
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ERC リエゾン派遣運用マニアル 

（案） 
 

 

承認 審査 作成 

グループリーダー   

 

 

 

  

 

 

改正来歴 

 

日 付 Rev 修正内容 

2023.10.XX 0 新規作成 
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